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子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

中間連結財務諸表注記事項の(企業結合等関係）の共通支配下の取引等関係参照。 

  

  

  

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19年４月30日）

当中間会計期間末（平成20年４月30日）

前事業年度末（平成19年10月31日）

（企業結合等関係）



 
  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間純損失金額又は当期純利益金額並びに潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額 

（１株当たり情報）

前中間会計期間
(自 平成18年11月１日
至 平成19年４月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年11月１日
至 平成20年４月30日)

前事業年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

 

１株当たり 
  純資産額

39,218円15銭

１株当たり 
 中間純損失金額

3,332円53銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり中間

純損失が計上されているため記載し

ておりません。

 

１株当たり
  純資産額

45,141円94銭

１株当たり
 中間純損失金額

945円12銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり中間

純損失が計上されているため記載し

ておりません。

 

１株当たり
  純資産額

54,522円94銭

１株当たり
 当期純利益金額

294円10銭

潜在株式調整後 
１株当たり 
 当期純利益金額

207円64銭

前中間会計期間末
(平成19年４月30日)

当中間会計期間末
(平成20年４月30日)

前事業年度末
(平成19年10月31日)

中間貸借対照表(貸借対照表）の 
純資産の部の合計額(千円）

935,254 1,914,830 1,636,437

普通株式に係る純資産額(千円） 926,254 1,914,830 1,631,217

差額の主な内訳 新株予約権（千円） 9,000 ― 5,220

普通株式の発行済株式数(数） 23,618.7 42,418 29,918.7

普通株式の自己株式数(株） 0.7 ― 0.7

1株当たりの純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(株）

23,618 42,418 29,918

前中間会計期間
(自 平成18年11月１日 
 至 平成19年４月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年４月30日)

前事業年度
(自 平成18年11月１日 
 至 平成19年10月31日)

１株当たり中間純損失金額又は当期純利益金額

中間純損失(△)又は当期純利益 
（千円）

△75,468 △31,581 7,367

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

普通株式に係る中間純損失(△) 
又は当期純利益（千円）

△75,468 △31,581 7,367

普通株式の期中平均株式数(株) 22,646 33,415 25,050

 潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純利益金額

中間(当期)純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数㈱ 
 （うち新株予約権）

―
(―)

12,500
(―)

10,592
(10,592)

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後1株当たり中間（当期）純利

益の算定に含まれなかった潜在株式の

概要

新株予約権
株主総会の特別決議日 

平成17年1月28日 
（普通株式460株）

新株予約権
株主総会の特別決議日 

平成17年1月28日 
（普通株式276株）

―――

新株予約権
株主総会の特別決議日 

平成18年1月26日 
（普通株式1,325株）

新株予約権
株主総会の特別決議日 

平成18年1月26日 
（普通株式1,270株）

新株予約権付社債
（普通株式2,068株）

―――新株予約権
取締役会の決議日 
平成19年3月13日 

（普通株式15,000株）



 
  

（重要な後発事象）

前中間会計期間
(自 平成18年11月１日
至 平成19年４月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年11月１日
至 平成20年４月30日)

前事業年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

１．新株予約権の行使
(1）当社では当中間会計期間後、平
成19年6月20日付で下記の通り新株式
の発行が行われました。
 ① 発行した株式の種類及び数： 

普通株式 800株
 ② 発行の形態： 

第３回新株予約権８個の行使
 ③ 発行価格： 

１株につき、57,900円
 ④ 発行価額の総額：46,320,000円
 ⑤ 資本組入額の総額： 

23,160,000円

(2）当社では当中間会計期間後、平
成19年6月25日付で下記の通り新株式
の発行が行われました。
 ① 発行した株式の種類及び数： 

普通株式 1,000株
 ② 発行の形態： 

第３回新株予約権10個の行使
 ③ 発行価格： 

１株につき、57,900円
 ④ 発行価額の総額：57,900,000円
 ⑤ 資本組入額の総額： 

28,950,000円

(3）当社では当中間会計期間後、平
成19年6月29日付で下記の通り新株式
の発行が行われました。
 ① 発行した株式の種類及び数： 

普通株式 500株
 ② 発行の形態： 

第３回新株予約権５個の行使
 ③ 発行価格： 

１株につき、57,900円
 ④ 発行価額の総額：28,950,000円
 ⑤ 資本組入額の総額： 

14,475,000円

２．第１回無担保転換社債型新株予約
権付社債の繰上償還
 当社は第１回無担保転換社債型新株
予約権付社債を下記の通り繰上償還い
たしました。
(1) 繰上償還する銘柄：株式会社京

王ズ第１回無担保転換社債型新
株予約権付社債

(2) 繰上償還額：178,500,000円
(3) 繰上償還日：平成19年7月2日
(4) 繰上償還の方法：100円につき

102円
(5) 繰上償還のための資金調達の方

法：手許資金を充当
(6) 社債の減少による社債利息の減

少見込額：当該社債は無利息で
あるため社債利息への影響はあ
りません。

(7) 繰上償還による当社業績に与え
る影響について：繰上償還金額
が額面100円につき102円のた
め、繰上償還につき、3,500千円
の費用が生じました。

――――――――

 

１．第３回新株予約権の取得および

消却

平成19年３月29日発行の「株式会社

京王ズ第３回新株予約権」につき、

行使価格と実勢価格が乖離している

ため、割当対象者株式会社Ｅ・Ｓワ

ンと協議の結果、発行価額と同額に

て当社が取得するとともに、消却を

行う旨を平成19年12月18日の当社取

締役会で決議し、消却しました。

(1) 消却の対象となる新株予約権の

概要

銘柄
消却する新株
予約権の数 
(株数)

株式会社京王ズ 
第３回 
新株予約権

17個
(1,700株)

発行価額

１個あたり
60,000円

(１株あたり
600円)

(2) 消却の実行日

平成19年12月25日

２．第三者割当による新株発行

平成20年１月10日開催の当社取締役

会において、下記要件で、第三者割

当による新株式の発行について決議

をし、平成20年１月25日に払込みを

受けました。

(1) 発行新株式数： 

普通株式 6,500株

(2) 発行価額： 

１株につき 30,030円

(3) 発行価額の総額：195,195千円

(4) 資本組入額： 

１株につき 15,015円

(5) 募集又は割当方法： 

第三者割当の方法に拠ります。

(6) 払込期日：平成20年１月25日

(7) 資金の使途： 

現在の移動体通信店舗の新規出

店及び、既存店舗におけるリニ

ューアル・リプレイス費用並び

にJ-SOX対応までも含めた店舗管

理システム整備に充当予定。



 
  
  

該当事項はありません。 

前中間会計期間 
(自 平成18年11月１日 
 至 平成19年４月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年４月30日)

前事業年度 
(自 平成18年11月１日 
 至 平成19年10月31日)

３．子会社の設立

 平成19年6月26日開催の取締役会にお

いて、子会社を設立することといたし

ました。

(1) 設立の目的 

 当社グループにおけるテレマ

ーケティング事業のリソース・

ノウハウを集約することで、事

業の効率化を図るとともに、そ

の機動性を高めるためでありま

す。

(2) 子会社の概要 

商号:株式会社レジャー・ワン

(平成19年7月2日付で株式会社Ｉ

ＪＴに商号を変更） 

代表者:代表取締役社長 佐々木

英輔（当社代表取締役社長）

主な事業内容：テレマーケティ

ング事業 

設立時期：平成19年6月28日 

発行済株数：200株 

資本金：10,000千円

 (3) 当社との関係 

取得株式数：200株 

取得価格：10,000千円 

取得後の持分比率：100％

 

(2)【その他】



当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主の異動）の規定に基づくもの 

平成19年12月21日 東北財務局長に提出 

  

第三者割当による新株式の発行 

平成20年１月10日 東北財務局長に提出 

  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主の異動）の規定に基づくもの 

平成20年１月25日 東北財務局長に提出 

  

事業年度 第15期（自 平成18年11月1日 至 平成19年10月31日） 

平成20年1月30日 東北財務局長に提出 

  

平成20年1月30日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書 

平成20年2月14日 東北財務局長に提出 

  

第三者割当による新株式の発行 

平成20年4月15日 東北財務局長に提出 

  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主の異動）の規定に基づくもの 

平成20年5月8日 東北財務局長に提出 

  

第６ 【提出会社の参考情報】

(1) 臨時報告書

(2) 有価証券届出書及びその添付書類

(3) 臨時報告書

(4) 有価証券報告書及びその添付書類

(5) 有価証券報告書の訂正報告書

(6) 有価証券届出書及びその添付書類

(7) 臨時報告書



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



 
平成19年７月13日

株式会社京王ズホールディングス 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社京王ズホールディングスの平成18年11月１日から平成19年10月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18

年11月１日から平成19年４月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社京王ズホールディングス及び連結子会社の平成19年４月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する中間連結会計期間（平成18年11月１日から平成19年４月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状

況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

１．会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、移動体通信事業において移動体通信キャリアから受取手数料の

一部として受領する広告支援金及び出店支援金等を売上計上する方法から、それぞれ販売費及び一般管理費（広告

宣伝費）から控除する方法、新規店舗の主要固定資産から控除する方法に変更した。 

２．会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、テレマーケティング事業における人件費及び経費（管理部門相

当額を除く）を販売費及び一般管理費に計上する方法から、売上原価に計上する方法に変更した。 

３．会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、テレマーケティング事業において公的機関から受領する助成金

を営業外収益の補助金収入に計上する方法から、売上原価から控除する方法に変更した。 

４．（セグメント情報）【事業の種類別セグメント情報】（注）４.事業の種類別セグメントの変更に記載されていると

おり、会社は、事業区分を変更した。 

５．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成19年７月２日に第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

の繰上償還を実施した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

 

独立監査人の中間監査報告書

み す ず 監 査 法 人

指定社員  
業務執行社員

公認会計士  小  川  高  広  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  有  倉  大  輔  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



 
平成20年７月15日

株式会社京王ズホールディングス 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社京王ズホールディングスの平成１９年１１月１日から平成２０年１０月３１日までの連結会計年度の中間

連結会計期間（平成１９年１１月１日から平成２０年４月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結

貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について監

査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表

に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社京王ズホールディングス及び連結子会社の平成２０年４月３０日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間（平成１９年１１月１日から平成２０年４月３０日まで）の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

独立監査人の中間監査報告書

清 和 監 査 法 人

指定社員  
業務執行社員

公認会計士  筧     悦  生  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  戸  谷  英  之  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



 

  

平成19年７月13日

株式会社京王ズホールディングス 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社京王ズホールディングスの平成18年11月１日から平成19年10月31日までの第15期事業年度の中間会計期間（平成18年

11月１日から平成19年４月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主

資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社京王ズホールディングスの平成19年４月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

（平成18年11月１日から平成19年４月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成19年７月２日に第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の

繰上償還を実施した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

 

独立監査人の中間監査報告書

み す ず 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  川  高  広  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  有  倉  大  輔  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



 

  

平成20年７月15日

株式会社京王ズホールディングス 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社京王ズホールディングスの平成１９年１１月１日から平成２０年１０月３１日までの第１６期事業年度の

中間会計期間（平成１９年１１月１日から平成２０年４月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社京王ズホールディングスの平成２０年４月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期

間（平成１９年１１月１日から平成２０年４月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

 

独立監査人の中間監査報告書

清 和 監 査 法 人

指定社員  
業務執行社員

公認会計士  筧     悦  生  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  戸  谷  英  之  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。


